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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第86期
第１四半期

連結累計（会計）期間

第87期
第１四半期

連結累計（会計）期間
第86期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

営業収入 （百万円） 82,459 51,626 318,356

経常利益 （百万円） 2,573 829 6,359

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,160 50 6,307

純資産額 （百万円） 64,040 86,923 87,367

総資産額 （百万円） 326,269 317,808 330,456

１株当たり純資産額 （円） 83.47 116.49 116.67

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 3.39 0.11 16.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 1.55 0.06 8.21

自己資本比率 （％） 19.6 27.4 26.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 4,368 △13,755 1,913

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △822 343 △540

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △27,304 730 △3,708

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 43,823 52,565 65,245

従業員数 （人） 7,272 7,266 7,257

（注）　「営業収入」には、消費税等を含んでおりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号　平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。詳細は、「第５　経理の状況　１　四半期連結財

務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

（平成22年６月30日現在）

従業員数（人） 7,266　[2,889]

（注）　「従業員数」は就業人員であり、連結会社以外への出向者38人を含んでおりません。また、臨時従業員は

   [　]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

（平成22年６月30日現在）

従業員数（人） 1,375

（注）　「従業員数」は就業人員であり、出向者297人を含んでおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況については、「４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

におけるセグメントの業績に関連付けて示しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア等を中心とする海外経済の改善や緊急経済

対策の効果などを背景に企業収益の改善が続くなど、景気は持ち直してきており、国内民間需要の自律的

回復への基盤が整いつつありますが、失業率が高水準にあるなど引き続き厳しい状況で推移いたしまし

た。

マンション市場におきましては、在庫調整が進み、特に首都圏においては、契約率の改善が顕著に表れ

るなど、回復の兆しが見られ、持ち直してきております。しかしながら、雇用・所得環境は引き続き厳しい

状況にあることなどから、本格的な回復にはなお時間がかかる可能性が高く、依然として楽観できない事

業環境が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、管理受託や請負工事が堅調に推移したこと

などにより、不動産管理事業は増収となりましたが、不動産開発事業の主力であるマンション販売におい

て物件の竣工および引渡しが前年同期に比べて少ない計画であったことなどから、営業収入は516億26百

万円（前年同期比37.4％減）となりました。利益面につきましては、マンション販売において利益率の改

善があったものの減収となったことにより、営業利益は14億28百万円（前年同期比50.7％減）、経常利益

は8億29百万円（前年同期比67.7％減）となりました。また、当第１四半期連結会計期間より新たに導入

された資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2億34百万円を特別損失に計上したことなどにより、四

半期純利益は50百万円（前年同期比95.7％減）となりましたが、計画どおりの業績を確保いたしました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、各セグメントの金額はセグメント間取引を含んでおり、各セグメントの金額には消費税等を含ん

でおりません。

また、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号　平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用し、セグメント区分を変更しております。

　このため、前第１四半期連結会計期間の実績値を変更後のセグメントに組み替えた場合との比較を以下

に記載しております。

　
　（セグメント別業績）

区分

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
 　 至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  　至　平成22年６月30日）

増減

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

不動産開発事業 54,767 1,017 22,579 △189 △32,188△1,206

不動産管理事業 23,200 2,208 24,317 1,800 1,117 △407

不動産流通事業 4,892 126 4,321 199 △571 72

その他 358 14 791 41 433 27

消去又は全社 △759 △466 △382 △423 376 43

合計 82,459 2,899 51,626 1,428△30,832△1,471
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①　不動産開発事業

不動産開発事業につきましては、主力のマンション販売において、物件の竣工および引渡しが前年同

期に比べて少ない計画であったことから、売上戸数は627戸（前年同期比797戸減）、マンション売上高

は215億40百万円（前年同期比318億3百万円減）となり、不動産開発事業の営業収入は225億79百万円

（前年同期比58.8％減）となりました。営業利益は、マンション売上総利益率が前年同期に比べて大き

く改善したものの、1億89百万円の損失（前年同期は10億17百万円の利益）となりましたが、これは計

画どおりの業績となっております。

　
　　　営業収入内訳

区分
前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日）

増減

不動産販売 （百万円） 53,491 22,099 △31,391

その他 （百万円） 1,276 479 △796

合計 （百万円） 54,767 22,579 △32,188

　

　　　不動産販売の状況

区分

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日）

増減

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

契約実績

マンション 1,338戸 50,3241,570戸 57,300 232戸 6,975

その他 56㎡ 0 －㎡ － △56㎡ △0

合計
1,338戸
56㎡

50,325
1,570戸
－㎡

57,300
232戸
△56㎡

6,975

販売実績

マンション 1,424戸 53,344 627戸 21,540△797戸 △31,803

その他 1,282㎡ 147 1,190㎡ 559 △92㎡ 411

合計
1,424戸
1,282㎡

53,491
627戸
1,190㎡

22,099
△797戸
△92㎡

△31,391

契約残高

マンション 1,869戸 74,6772,753戸 105,546884戸 30,868

その他 9,489㎡ 982 －㎡ － △9,489㎡ △982

合計
1,869戸
9,489㎡

75,660
2,753戸
－㎡

105,546
884戸

△9,489㎡
29,885

　（注）１  「戸数または面積」のうち㎡表示は土地の面積であります。

　２  契約残高は四半期連結会計期間末の残高であります。
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②　不動産管理事業

不動産管理事業につきましては、マンション管理受託戸数が前年同期に比べて増加したことにより、

管理受託収入が155億19百万円（前年同期比9億1百万円増）となったことに加えて、ビル関係工事など

が増加したことにより、請負工事収入が81億18百万円（前年同期比6億18百万円増）となった結果、不

動産管理事業の営業収入は243億17百万円（前年同期比4.8％増）となりました。営業利益は、将来の事

業拡大に向けた人員などの体制強化への投資を進めたため、18億円（前年同期比18.5％減）と計画ど

おりの業績となりました。

　

　　　営業収入内訳

区分
前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日）

増減

管理受託 （百万円） 14,617 15,519 901

請負工事 （百万円） 7,500 8,118 618

その他 （百万円） 1,081 679 △402

合計 （百万円） 23,200 24,317 1,117

　

　　　マンション管理受託戸数

区分
前第１四半期
連結会計期間末

（平成21年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成22年６月30日）
増減

マンション管理受託戸数 389,320戸 394,404戸 5,084戸

　

　　　請負工事の状況

区分
前第１四半期
連結会計期間末

（平成21年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成22年６月30日）
増減

受注残高 （百万円） 10,292 11,628 1,336
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③　不動産流通事業

不動産流通事業につきましては、売買仲介収入は19億31百万円（前年同期比2億69百万円増）と増収

となりましたが、買取販売収入が11億4百万円（前年同期比6億58百万円減）となったことから、不動産

流通事業の営業収入は43億21百万円（前年同期比11.7％減）となりました。営業利益は、売買仲介収入

の増収に加え、買取販売の利益率向上が寄与し、1億99百万円（前年同期比57.7％増）となりました。

　

　　　営業収入内訳

区分
前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日）

増減

売買仲介 （百万円） 1,662 1,931 269

買取販売 （百万円） 1,763 1,104 △658

賃貸管理等 （百万円） 1,333 1,151 △182

その他 （百万円） 132 133 0

合計 （百万円） 4,892 4,321 △571

　
　　　売買仲介取扱実績

区分
前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日）

増減

取扱件数 　 1,467件 1,432件 △35件

取扱高 （百万円） 37,508 57,064 19,556

　
　　　買取販売の状況

区分

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日）

増減

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

販売実績

マンション 64戸 1,403 72戸 1,104 8戸 △299

その他
2戸
573㎡

359 － －
△2戸
△573㎡

△359

合計
66戸
573㎡

1,763 72戸 1,104
6戸

△573㎡
△658

　（注）「戸数または面積」のうち、その他の戸表示は戸建、㎡表示は土地の面積（戸建を除く。）であります。
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(2) 財政状態の分析

①　資産

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、3,178億8百万円（前連結会計年度末比126億48百万円

減）となりました。これは、現金及び預金が仕入債務の決済等により126億79百万円減少したことなど

によるものであります。

　

②　負債

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、2,308億85百万円（前連結会計年度末比122億4百万円

減）となりました。これは、前受金が30億43百万円、有利子負債が10億96百万円それぞれ増加した一方、

支払手形及び買掛金が132億28百万円、マンション販売に係る預り金の減少等によりその他流動負債が

28億15百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

　

③　純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、869億23百万円（前連結会計年度末比4億44百万円

減）となりました。これは、主に優先株式に係る配当金の支払いにより利益剰余金が3億13百万円減少

したことなどによるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は27.4％（前連結会計年度末比1.0ポイント増）、１株

当たり純資産額は116円49銭（前連結会計年度末比18銭減）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ126億79百万円減少し、525億65百万円となりました。

　
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動による資金の減少は137億55百万円（前年同期は43億68

百万円の増加）となりました。これは、前受金の増加などにより資金が増加した一方、仕入債務およびマ

ンション販売に係る預り金の減少などにより資金が減少したことによるものであります。

　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、投資活動による資金の増加は3億43百万円（前年同期は8億22百万

円の減少）となりました。これは、主に固定資産の売却によるものであります。

　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、財務活動による資金の増加は7億30百万円（前年同期は273億4百

万円の減少）となりました。これは、優先株式に係る配当金の支払いにより資金が減少した一方、借入金

による資金調達を行ったことによるものであります。

　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

四半期報告書

 9/46



　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な

変更および新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,152,400,000

第１種優先株式 10,000,000

第２種優先株式 11,250,000

第４種優先株式 18,750,000

第７種優先株式 25,000,000

第８種優先株式 23,600,000

計 1,241,000,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成22年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 445,337,738同左
東京証券取引所
（市場第一部）

株主としての権利内容に
制限のない、基準となる株
式
（注）３～４

第１種優先株式
(注)１

10,000,000同左 ―

（注）２～６、８～１０

第２種優先株式
(注)１

11,250,000同左 ―

第４種優先株式
(注)１

18,750,000同左 ―

第７種優先株式
(注)１

25,000,000同左 ―

第８種優先株式
(注)１

23,598,144同左 ―

計 533,935,882同左 ― ―

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

２　各優先株式は、当社の普通株式の株価に基づき取得(転換)価額が修正されるため、各優先株式の取得と引換え

に交付される普通株式数が変動いたします。なお、取得(転換)価額の修正基準および修正頻度ならびに下限

は、(注)10に記載のとおりであります。また、各優先株式について、当社の決定による当該優先株式の全部の取

得を可能とする旨の条項はありません。

３　各種類株式の単元株式数は、1,000株であります。

４　各種類株式について、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

５　各優先株式の権利行使に関する事項および当社株式の売買に関する事項について、当社と各優先株式の所有者

との間に取決めはありません。

６　各優先株式は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するために発行した

ものであるため、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権はありません。

ただし、第１種優先株式については、期末配当において第１種優先株主が優先的配当を受ける旨の報告事項ま

たは議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において否決された

ときはその総会の終結の時から期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または定時株主総会の決

議がある時まで、議決権を有するものとしております。

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

四半期報告書

12/46



　

７　「提出日現在発行数」には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数、ならびに第１種優先株式、第２種優先株式および第４種優先株式の取得請求権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

８　第１種優先株式、第２種優先株式および第４種優先株式は、現物出資(借入金の株式化)により発行されており

ます。

９　各優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位としております。

10　第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式および第８種優先株式の内容は、次のとお

りであります。

第１種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第１種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第１種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第１種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR＋1.75％)とする。第１種優先配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先配当金

の額が金40円を超える場合は40円とする。

「日本円TIBOR」とは、平成19年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第１種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第１種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第１種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第１種優先配当算出基準日

とする。第１種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第１種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　期末配当において、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当

金を超えて配当は行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第１種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき400円を支払う。第１種優先株

主または第１種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第１種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第１種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。

(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第１種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月１日から平成37年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第１種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第１種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　444.0円

(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成20年10月１日から平成37年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が351.6円(以

下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正

後転換価額とする。
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(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第１種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式により調整する。

転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額（新株予約権の発行価額およ

び新株予約権の行使に際して払い込む額との合計額の１株当たりの額をいい、以下第１種優先株式、

第２種優先株式および第４種優先株式において同じ。）が転換価額調整式に使用する時価を下回るこ

ととなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券（権

利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、全ての取得請求

権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の

翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該取得請求権また

は新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に

算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。
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(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第１種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第１種優先株主が取得請求のために提出した
第１種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第１種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第１種優先株主に対し、当該第１種優先株式を取得するのと引換えに第１種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が355.2円を下回るときは、第１種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる

数の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第２種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第２種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第２種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第２種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR＋1.75％)とする。第２種優先配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第２種優先配当金

の額が金40円を超える場合は40円とする。

「日本円TIBOR」とは、平成19年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第２種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第２種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第２種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第２種優先配当算出基準日

とする。第２種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第２種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　期末配当において、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、第２種優先配当

金を超えて配当は行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第２種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき400円を支払う。第２種優先株

主または第２種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第２種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第２種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。

(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第２種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月１日から平成37年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第２種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第２種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　79.1円
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(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成20年10月１日から平成37年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が63.3円(以下、

「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正後

転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第２種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額

調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額

は、その証券（権利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、

全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該

取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行

の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円
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ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第２種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第２種優先株主が取得請求のために提出した
第２種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第２種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第２種優先株主に対し、当該第２種優先株式を取得するのと引換えに第２種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が69.8円を下回るときは、第２種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数

の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第４種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第４種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第４種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第４種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第４種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。第４種優先配当金

は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第４種優先配当

金の額が金40円を超える場合は40円とする。

平成24年３月末日に終了する事業年度に関する配当まで：第４種優先配当金＝400円×2.00％

平成25年３月末日に終了する事業年度に関する配当から：第４種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR

＋1.75％)

「日本円TIBOR」とは、平成24年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第４種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第４種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第４種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第４種優先配当算出基準日

とする。第４種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第４種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、第４種優先配当金を超えて配当は

行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第４種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第４種優先株式１株につき400円を支払う。第４種優先株

主または第４種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第４種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第４種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。
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(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第４種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成21年10月１日から平成41年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第４種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第４種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　79.1円

(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成22年10月１日から平成41年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が55.4円（以

下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正

後転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第４種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額

調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額

は、その証券（権利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、

全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該

取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行

の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。
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Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に調整する。

(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第４種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第４種優先株主が取得請求のために提出した
第４種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第４種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第４種優先株主に対し、当該第４種優先株式を取得するのと引換えに第４種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が61.1円を下回るときは、第４種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数

の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第７種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、平成23年３月31日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする

定款に定める期末配当をするときは、当該期末配当に係る基準日の株主名簿に記載または記録された第７

種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第７

種優先株式１株当たり、400円にそれぞれの事業年度ごとに定める率(以下「第７種優先配当年率」とい

う。)を乗じて算出した額(ただし、第７種優先株式１株当たり40円を上限とする。)の配当金(１円未満を切

り捨てる。以下「第７種優先配当金」という。)を支払う。

(ロ)優先配当金の額　第７種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。

第７種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR(１年物)＋2.00％)

「日本円TIBOR(１年物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)(以下「第７種優

先配当年率決定基準日」という。)の午前11時における日本円１年物トーキョー・インターバンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、第７種優先配当年率決定

基準日に日本円１年物トーキョー・インターバンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代

えて同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ

円１年物ロンドン・インターバンク・オファード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される

数値またはこれに準ずるものと認められる数値とする。第７種優先配当年率は、％未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対しては、平成23年３月31

日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする定款に定める期末配当以外の配当は行

わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対して支払う剰余

金の配当の額が第７種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対しては、第７種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

四半期報告書

19/46



　

(2) 残余財産の分配　当社は、残余財産の分配をするときは、第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に

対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第７種優先株式１株につき、400円(以下「第７種優先残

余財産分配額」という。)の金銭を支払う。第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対して第７種

優先残余財産分配額の全額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配を

する場合には、第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者は、第７種優先株式１株当たり、普通株式１

株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第７種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。また、当社は、第７種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

(4) 取得請求権　第７種優先株主は、平成23年４月１日から平成43年３月31日までの間(以下「第７種優先株式取

得請求期間」という。)、いつでも当社に対して、その有する第７種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができるものとし、当社は第７種優先株主が取得の請求をした第７種優先株式を取得する

のと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該第７種優先株主に対

して交付するものとする。

(イ)取得と引換えに交付する普通株式数

第７種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、次のとおりとする。

 

取得と引換えに交付する普通株式の数
 

＝

第７種優先株主が取得の請求をした
第７種優先株式の払込金額の総額

取得価額

取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。

(ロ)当初取得価額　取得価額は、当初、101円とする。

(ハ)取得価額の修正　当初取得価額は、平成23年４月１日以降平成42年４月１日までの毎年４月１日(以下、そ

れぞれ「修正基準日」という。)に、修正基準日における時価に修正される（以下、かかる修正後の取得価

額を「修正後取得価額」という。）。ただし、修正後取得価額が当初取得価額の100％に相当する額(ただ

し、下記(ニ)に準じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合、修正後取得価額

は上限取得価額とし、修正後取得価額が当初取得価額の80％に相当する額(ただし、下記(ニ)に準じて調整

されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場合、修正後取得価額は下限取得価額とする。 

修正基準日における時価は、各修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「時価算定期間」

という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)

の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。なお、時価算定期間中に下記(ニ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値

(気配表示を含む。)は下記(ニ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

(ニ)取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

Ⅰ  普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。調

整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合に

は、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(ただしそ

の時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行

済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

Ⅱ  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、株式

の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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Ⅲ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普

通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される(請求により取得

される場合を含む。以下同じ。)株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ニ)

において同じ。)もしくはその他の証券の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権その他の証

券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合、または会社分割、株式交換もしくは合併により普

通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整す

る。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(a)におい

て同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当

日」という。)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算

式における「新たに発行する普通株式の数」は「新たに発行する普通株式の数および処分する当社が

保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。

　 　 　 　 (発行済普通株式の数
－当社が保有する普通

株式の数)
＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×

１株当たりの時価

(発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

ただし、本Ⅲによる取得価額の調整は、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数を有する第７種優先

株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅳ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって、普通株式の交付と引換えに当社に取得され

る株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、または普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換え

に当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当

ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその

他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなして、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、株式無償割当てまた

は新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以

降、これを適用する。ただし、本Ⅳによる取得価額の調整は、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数

を有する第７種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅴ  行使することにより、本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式または普通株

式の交付と引換えに取得される株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付さ

れたものとみなして、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際し

て出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を調整後の取得価額とする。調整後の取

得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社または当社の子会

社の取締役、執行役、監査役または従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目

的とする新株予約権には適用されないものとし、また、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数を有

する第７種優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

Ⅵ  取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額が初めて適用される日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅠないしⅣのいずれかに該当する場合には、当社は、必要な取得価

額の調整を行う。

Ⅰ  会社分割、株式交換または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅱ  前Ⅰのほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅲ  上記(a)のⅣに定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得・行使等により普通株式が

交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権またはその他の証券全てにつき普通株

式の交付された場合を除く。

Ⅳ  上記(a)のⅤに定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき行使請

求が行われた場合を除く。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。
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(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第７種優先株主または第７種優先登

録株式質権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(5) 取得条項　当社は、第７種優先株式取得請求期間中に取得請求のなかった第７種優先株式の全部を、同期間の

末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下「一斉取得日」という。)が到来することをもって取

得するものとし、当社はかかる第７種優先株式を取得するのと引換えに、かかる第７種優先株式の払込金額

の総額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を第７種優

先株主に対して交付する。ただし、当該平均値が下限取得価額を下回る場合には、当該平均値に代えて下限取

得価額を、当該平均値が上限取得価額を上回る場合には、当該平均値に代えて上限取得価額をもって計算す

る。第７種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社

法第234条に従ってこれを取扱う。

　
第８種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、平成23年３月31日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする

定款に定める期末配当をするときは、当該期末配当に係る基準日の株主名簿に記載または記録された第８

種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第８

種優先株式１株当たり、400円にそれぞれの事業年度ごとに定める率(以下「第８種優先配当年率」とい

う。)を乗じて算出した額(ただし、第８種優先株式１株当たり40円を上限とする。)の配当金(１円未満を切

り捨てる。以下「第８種優先配当金」という。)を支払う。

(ロ)優先配当金の額　第８種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。

第８種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR(１年物)＋2.00％)

「日本円TIBOR(１年物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)(以下「第８種優

先配当年率決定基準日」という。)の午前11時における日本円１年物トーキョー・インターバンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、第８種優先配当年率決定

基準日に日本円１年物トーキョー・インターバンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代

えて同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ

円１年物ロンドン・インターバンク・オファード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される

数値またはこれに準ずるものと認められる数値とする。第８種優先配当年率は、％未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対しては、平成23年３月31

日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする定款に定める期末配当以外の配当は行

わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対して支払う剰余

金の配当の額が第８種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対しては、第８種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。

(2) 残余財産の分配　当社は、残余財産の分配をするときは、第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に

対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第８種優先株式１株につき、400円(以下「第８種優先残

余財産分配額」という。)の金銭を支払う。第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対して第８種

優先残余財産分配額の全額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配を

する場合には、第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者は、第８種優先株式１株当たり、普通株式１

株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第８種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。また、当社は、第８種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

(4) 取得請求権　第８種優先株主は、平成23年４月１日から平成43年３月31日までの間(以下「第８種優先株式取

得請求期間」という。)、いつでも当社に対して、その有する第８種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができるものとし、当社は第８種優先株主が取得の請求をした第８種優先株式を取得する

のと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該第８種優先株主に対

して交付するものとする。

(イ)取得と引換えに交付する普通株式数

第８種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、次のとおりとする。

 

取得と引換えに交付する普通株式の数
 

＝

第８種優先株主が取得の請求をした
第８種優先株式数に400円を乗じた額

取得価額
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取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。

(ロ)当初取得価額　取得価額は、当初、64円とする。

(ハ)取得価額の修正　当初取得価額は、平成23年４月１日以降平成42年４月１日までの毎年４月１日(以下、そ

れぞれ「修正基準日」という。)に、修正基準日における時価に修正される（以下、かかる修正後の取得価

額を「修正後取得価額」という。）。ただし、修正後取得価額が当初取得価額の100％に相当する額(ただ

し、下記(ニ)に準じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合、修正後取得価額

は上限取得価額とし、修正後取得価額が当初取得価額の80％に相当する額(ただし、下記(ニ)に準じて調整

されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場合、修正後取得価額は下限取得価額とする。 

修正基準日における時価は、各修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「時価算定期間」

という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)

の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。なお、時価算定期間中に下記(ニ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値

(気配表示を含む。)は下記(ニ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

(ニ)取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

Ⅰ  普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。調

整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合に

は、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(ただしそ

の時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行

済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

Ⅱ  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、株式

の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

Ⅲ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普

通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される(請求により取得

される場合を含む。以下同じ。)株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ニ)

において同じ。)もしくはその他の証券の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権その他の証

券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合、または会社分割、株式交換もしくは合併により普

通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整す

る。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(a)におい

て同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当

日」という。)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算

式における「新たに発行する普通株式の数」は「新たに発行する普通株式の数および処分する当社が

保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。

　 　 　 　 (発行済普通株式の数
－当社が保有する普通

株式の数)
＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×

１株当たりの時価

(発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

ただし、本Ⅲによる取得価額の調整は、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数を有する第８種優先

株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。
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Ⅳ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって、普通株式の交付と引換えに当社に取得され

る株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、または普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換え

に当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当

ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその

他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなして、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、株式無償割当てまた

は新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以

降、これを適用する。ただし、本Ⅳによる取得価額の調整は、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数

を有する第８種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅴ  行使することにより、本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式または普通株

式の交付と引換えに取得される株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付さ

れたものとみなして、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際し

て出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を調整後の取得価額とする。調整後の取

得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社または当社の子会

社の取締役、執行役、監査役または従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目

的とする新株予約権には適用されないものとし、また、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数を有

する第８種優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

Ⅵ  取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額が初めて適用される日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅠないしⅣのいずれかに該当する場合には、当社は、必要な取得価

額の調整を行う。

Ⅰ  会社分割、株式交換または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅱ  前Ⅰのほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅲ  上記(a)のⅣに定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得・行使等により普通株式が

交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権またはその他の証券全てにつき普通株

式の交付された場合を除く。

Ⅳ  上記(a)のⅤに定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき行使請

求が行われた場合を除く。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第８種優先株主または第８種優先登

録株式質権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(5) 取得条項　当社は、第８種優先株式取得請求期間中に取得請求のなかった第８種優先株式の全部を、同期間の

末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下「一斉取得日」という。)が到来することをもって取

得するものとし、当社はかかる第８種優先株式を取得するのと引換えに、取得する第８種優先株式の総数に

400円を乗じた額の金銭総額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。ま

た、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数

の普通株式を第８種優先株主に対して交付するものとする。ただし、当該平均値が下限取得価額を下回る場

合には、当該平均値に代えて下限取得価額を、当該平均値が上限取得価額を上回る場合には、当該平均値に代

えて上限取得価額をもって計算する。第８種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満

たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

株主総会の特別決議（平成17年６月28日）および当社執行役による決定（平成17年８月12日）

　
第１四半期会計期間末現在

（平成22年６月30日）

新株予約権の数　　　　　　　　　　　　（注）１ 4,005個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　　（注）２ 4,005,000株

新株予約権の行使時の払込金額　　　　　（注）３ １株当たり387円

新株予約権の行使期間
平成19年６月29日～

平成27年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及
び資本組入額

発行価格   　387円

資本組入額 　194円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認
を要するものとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。
２　新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次
の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割当を受けた者（以
下、「新株予約権者」という。）が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整
により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとします。
 
　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
 
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権の目
的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
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３　行使価額の調整
(1) 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

(2) また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行うとき（新
株予約権の権利行使ならびに優先株式の普通株式への転換の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を
調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　　なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式
の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとします。

(3) さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、行使価額
は、合理的な範囲で調整されるものとします。

４　新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役
員または使用人のいずれの地位も、自己の都合により失っていないことを要することとします。ただし、任
期満了による退任、定年、子会社等への転籍あるいは会社都合による退職等、正当な理由によって失った場
合については、失った日または平成19年６月29日のいずれか遅いほうの日から１年を経過していない場合
に限り行使できるものとします。

(2) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役

員または使用人のいずれの地位についても、旧商法その他日本の法令または海外の法令もしくは当社また

は当社子会社等が定める社内規程に規定される欠格事由、解任事由または解職事由が生じておらず、かつ当

該法令の違反もしくは社内規程の重大な違反に該当する行為がないことを要するものとします。ただし、当

社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事由、行為の内

容もしくはその治癒または解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合

にはこの限りではありません。

(3) 新株予約権者は、当社取締役会の承認がない限り新株予約権の譲渡を行わないものとし、かつ、いかなる場

合においても新株予約権について、質入、譲渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わない

ものとします。

(4) 新株予約権者は、１個の新株予約権を分割して行使することはできない（新株予約権１個を最低行使単位

とする。）ものとします。

(5) 新株予約権者およびその相続人は、後記(６)に定める新株予約権割当契約に従い、新株予約権を行使するも

のとします。

(6) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものと

します。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　
第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式、第８種優先株式

　
第４四半期会計期間

(平成22年１月１日から
平成22年３月31日まで)

第１四半期会計期間
(平成22年４月１日から
平成22年６月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等の数（個）

― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） ― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等
（円）

― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（円） ― ―

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行
使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等
（円）

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（円）

― ―

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、当該四半期会計期間における権利行使はあり

ません。

２　第７種優先株式および第８種優先株式の取得請求期間は、平成23年４月１日以降であります。
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(4) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成22年６月30日 ― 533,935,882― 41,171 ― 33,462

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年3月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

（平成22年３月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第２種優先株式

―
「１(1)②発行済株式」の「内容」
の記載を参照

11,250,000

第４種優先株式

18,750,000

第７種優先株式

25,000,000

第８種優先株式

23,598,000

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　 株主としての権利内容に制限のな

い、基準となる株式
単元株式数は1,000株普通株式   3,363,000―

完全議決権株式（その他）

普通株式 　 普通株式は株主としての権利行使
に制限のない、基準となる株式
単元株式数は1,000株
第１種優先株式は「１(1)②発行済
株式」の「内容」の記載を参照

439,854,000 439,854

第１種優先株式 　

10,000,000 10,000

単元未満株式
普通株式 　2,120,738　

―
第８種優先株式   144 ―

発行済株式総数 533,935,882― ―

総株主の議決権 ― 449,854 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」の第１種優先株式については、平成22年５月12日開催の取締役会において期末

配当を受ける旨の決議があったため、当該決議があった時から議決権を有しておりません。

２　「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16個）含ま

れております。

３　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式229株および証券保管振替機構名義株式564株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

（平成22年３月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）
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（自己保有株式）
株式会社大京

東京都渋谷区千駄ヶ谷
四丁目24番13号

3,363,000― 3,363,000 0.63

計 ― 3,363,000― 3,363,000 0.63

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

(1) 普通株式

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 219 214 184

最低(円) 181 162 140

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　
(2) 優先株式

①　第１種優先株式

②　第２種優先株式

③　第４種優先株式

④　第７種優先株式

⑤　第８種優先株式

以上の各種優先株式は、いずれも金融商品取引所に上場されておりません。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 取締役の状況

該当事項はありません。

　

(2) 執行役の状況

①  新任執行役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)
就任年月日

執行役

グループ経

営企画部、グ

ループ広報

部管掌

髙橋　英丈
昭和46年

１月13日

平成５年４月 オリックス株式会社入社

(注)
普通株式

－

平成22年

７月１日

平成20年10月 当社グループＣＥＯ補佐担当部長

平成21年４月 当社業務執行役員

平成22年２月 オリックス株式会社投資銀行本部

事業投資第１グループ長

平成22年６月 当社業務執行役員

平成22年７月 当社執行役（現在）

平成22年７月 当社グループ経営企画部、グループ

広報部管掌（現在）

（注）執行役の任期は、就任の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時ま

でであります。

　

②  退任執行役

　該当事項はありません。

　

③  役職の異動

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

常務執行役
（事業統括部、不動産活用推進部

管掌）

執行役
（グループ経営企画部、グループ

広報部管掌）
落合　英治 平成22年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および前第１四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基

づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）および当第１四半期連

結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）および前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表ならびに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、平成22年７月１日付で有限責任監査法人に移行したことにより、名称が有限責

任 あずさ監査法人に変更されました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,580 65,259

受取手形及び売掛金 7,897 9,151

有価証券 ※１
 110

※１
 140

販売用不動産 ※１, ※３
 26,442

※１, ※３
 36,835

仕掛販売用不動産 ※１
 119,121

※１
 107,414

開発用不動産 ※１, ※４
 62,824

※１, ※４
 63,284

その他のたな卸資産 1,817 1,401

繰延税金資産 3,715 3,467

その他 10,144 9,515

貸倒引当金 △182 △192

流動資産合計 284,470 296,276

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,572 5,470

減価償却累計額 △3,253 △3,296

建物及び構築物（純額） 2,318 2,173

土地 9,475 9,679

その他 2,116 2,114

減価償却累計額 △1,632 △1,611

その他（純額） 484 502

有形固定資産合計 12,278 12,355

無形固定資産

のれん ※５
 12,613

※５
 12,820

その他 1,059 1,093

無形固定資産合計 13,673 13,913

投資その他の資産

投資有価証券 ※１
 1,094

※１
 1,370

繰延税金資産 426 1,030

その他 ※１
 6,470

※１
 6,128

貸倒引当金 △605 △618

投資その他の資産合計 7,386 7,910

固定資産合計 33,337 34,179

資産合計 317,808 330,456
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 32,869 46,097

短期借入金 39,445 40,949

1年内償還予定の社債 17,500 17,500

未払法人税等 350 1,170

前受金 13,644 10,600

賞与引当金 1,054 1,207

その他 10,734 13,550

流動負債合計 115,598 131,076

固定負債

社債 13,000 13,000

長期借入金 91,857 89,253

退職給付引当金 3,365 2,802

役員退職慰労引当金 360 334

その他 6,703 6,622

固定負債合計 115,286 112,012

負債合計 230,885 243,089

純資産の部

株主資本

資本金 41,171 41,171

資本剰余金 38,098 38,098

利益剰余金 8,929 9,243

自己株式 △1,312 △1,311

株主資本合計 86,886 87,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 66 197

為替換算調整勘定 △29 △31

評価・換算差額等合計 36 165

純資産合計 86,923 87,367

負債純資産合計 317,808 330,456
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業収入 82,459 51,626

営業原価 72,353 44,145

売上総利益 10,105 7,481

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,838 －

支払手数料 515 －

給料及び手当 2,244 －

賞与引当金繰入額 266 －

退職給付費用 128 －

役員退職慰労引当金繰入額 22 －

賃借料 457 －

減価償却費 70 －

その他 1,661 －

販売費及び一般管理費合計 7,206 ※
 6,052

営業利益 2,899 1,428

営業外収益

受取利息 26 9

受取配当金 23 20

違約金収入 91 52

その他 217 112

営業外収益合計 358 196

営業外費用

支払利息 557 650

その他 127 144

営業外費用合計 685 794

経常利益 2,573 829

特別利益

固定資産売却益 － 30

投資有価証券売却益 － 102

貸倒引当金戻入額 196 7

新株予約権戻入益 30 －

特別利益合計 226 140

特別損失

固定資産除却損 － 7

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 234

特別損失合計 － 241

税金等調整前四半期純利益 2,799 728

法人税、住民税及び事業税 293 217

法人税等調整額 1,345 460

法人税等合計 1,638 678

少数株主損益調整前四半期純利益 － 50

四半期純利益 1,160 50
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,799 728

減価償却費 139 133

のれん償却額 202 206

支払利息 557 650

投資有価証券売却損益（△は益） － △102

固定資産除売却損益（△は益） － △23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 234

売上債権の増減額（△は増加） 1,565 1,253

前受金の増減額（△は減少） △1,969 3,043

たな卸不動産の増減額（△は増加） 16,489 △536

仕入債務の増減額（△は減少） △2,447 △13,228

預り金の増減額（△は減少） △6,683 △2,924

その他 △4,824 △1,808

小計 5,829 △12,372

利息及び配当金の受取額 48 30

利息の支払額 △371 △524

法人税等の支払額 △1,138 △889

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,368 △13,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △103 △141

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 272

有価証券の売却及び償還による収入 － 30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△761 －

その他 42 183

投資活動によるキャッシュ・フロー △822 343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △305 492

長期借入れによる収入 5,244 6,938

長期借入金の返済による支出 △32,175 △6,330

自己株式の取得による支出 △63 △1

配当金の支払額 △1 △364

その他 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,304 730

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,754 △12,679

現金及び現金同等物の期首残高 67,577 65,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 43,823

※
 52,565
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第１四半期連結会計期間

（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）
　 　

１ 会計処理基準に関

   する事項の変更

　
　

（1）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益および経常利益が11百万円、税金等調整前四半期純利益が246百万円

それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

442百万円であります。

 

（2）「企業結合に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平

成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月

26日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。
　 　

　
　
【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）
 

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　また、前第１四半期連結累計期間において費目別に区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」について

は、四半期連結損益計算書の一覧性および明瞭性を高めるため、当第１四半期連結累計期間より「販売費及び一般管

理費」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、販売費及び一般管理費を従来の方法により区分掲記した場合の費目別

の金額は次のとおりであります。

 

　 百万円

広告宣伝費 833

支払手数料 554

給料手当及び賞与 1,947

賞与引当金繰入額 338

退職給付費用 215

役員退職慰労引当金繰入額 25

賃借料 336

減価償却費 70

その他 1,730

販売費及び一般管理費合計 6,052
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　
当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　これらの資産のうち担保に供している資産は次の

とおりであります。

※１　これらの資産のうち担保に供している資産は次の

とおりであります。

　 百万円

販売用不動産 5,842

仕掛販売用不動産 84,834

開発用不動産 43,784

その他（投資その他の資産） 1,382

計 135,843

上記以外に「有価証券」110百万円、「投資有

価証券」141百万円および投資その他の資産

「その他」279百万円を営業保証供託金等とし

て差し入れております。

 

　 百万円

販売用不動産 5,842

仕掛販売用不動産 74,332

開発用不動産 43,371

その他（投資その他の資産） 1,382

計 124,929

上記以外に「有価証券」140百万円、「投資有

価証券」141百万円および投資その他の資産

「その他」249百万円を営業保証供託金等とし

て差し入れております。

 
　　　なお、仕掛販売用不動産5,870百万円および開発用不

動産6,455百万円については、担保提供および資産譲

渡等に一定の制限条項が設定されております。

 

　　　なお、仕掛販売用不動産5,604百万円および開発用不

動産6,304百万円については、担保提供および資産譲

渡等に一定の制限条項が設定されております。

 
２　保証債務

　 百万円

顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

14,606

 

２　保証債務

　 百万円

顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

37,548

※３　販売用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション完成商品 15,268

その他販売用不動産 11,173

計 26,442

 

※３　販売用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション完成商品 25,636

その他販売用不動産 11,198

計 36,835

※４　開発用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション素材土地勘定 58,396

その他開発用不動産 4,427

計 62,824

 

※４　開発用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション素材土地勘定 58,904

その他開発用不動産 4,379

計 63,284

※５　のれん及び負ののれんの表示

　平成22年３月31日以前に行われた企業結合に伴う

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相

殺前の金額は次のとおりであります。

　 百万円

のれん 13,214

負ののれん 600

差引 12,613

　

※５　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

　 百万円

のれん 13,430

負ののれん 610

差引 12,820
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（四半期連結損益計算書関係）

　

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
（自  平成21年４月１日
  至  平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日
  至  平成22年６月30日）

※　　　　　　　　　─────

 
※　販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおりで

あります。

　 百万円

広告宣伝費 833

支払手数料 554

給料手当及び賞与 1,947

賞与引当金繰入額 338

退職給付費用 215

役員退職慰労引当金繰入額 25

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日 
    至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日 
    至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

    借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

　 百万円

現金及び預金勘定 42,339

預金期間が３ヵ月を超える
定期預金

△14

取得日から３ヵ月以内に償
還期限の到来する有価証券

1,497

現金及び現金同等物 43,823
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

    借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日現在）

　 百万円

現金及び預金勘定 52,580

預金期間が３ヵ月を超える
定期預金

△14

現金及び現金同等物 52,565
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（株主資本等関係）

　
当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月
１日　至平成22年６月30日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式　　　　（株） 445,337,738

第１種優先株式　（株） 10,000,000

第２種優先株式　（株） 11,250,000

第４種優先株式　（株） 18,750,000

第７種優先株式　（株） 25,000,000

第８種優先株式　（株） 23,598,144

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式　　　　（株） 3,368,552

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月12日
取締役会

第１種優先株式

利益剰余金

100
10.08

平成22年３月31日平成22年６月４日第２種優先株式 113

第４種優先株式 150 8.00

　

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計
期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

　

【事業の種類別セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　
不動産
販売事業

不動産
管理事業

不動産
仲介事業

請負工事
事業

その他
事業

計
消去又は
全社

連結

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

55,25514,5781,8168,1142,69482,459 － 82,459

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 64 17 362 221 665 (665) －

計 55,25514,6421,8348,4762,91683,125(665)82,459

営業利益 552 1,339 102 756 635 3,386(486)2,899

（注）事業区分の方法および各区分の主な内容

　　　事業区分は事業内容を勘案して、次のとおり分類しております。

　　　不動産販売……マンションおよび土地・建物等の販売

　　　不動産管理……マンションおよびオフィスビル等の管理

　　　不動産仲介……不動産の売買仲介

　　　請負工事………マンション修繕工事等の請負

　　　その他…………マンションおよびオフィスビル等の賃貸ならびに賃貸管理、マンションの入居者向けサービス等

　
【所在地別セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

　

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

　

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号　平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社グループは、商品・サービス別に事業活動を行うグループ各社で構成されており、グループ各社は

取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、グループ各社を基礎とした商品・サービス別の事業セグメントから構成

されており、「不動産開発事業」、「不動産管理事業」および「不動産流通事業」の３つを報告セグメン

トとしております。

　「不動産開発事業」は、マンションの開発・分譲およびそれに附帯する事業を行っております。「不動

産管理事業」は、マンション・ビル等の管理および修繕工事等の請負ならびにマンションの入居者向け

サービス等を行っております。「不動産流通事業」は、不動産の売買仲介および買取販売ならびにマン

ション・ビル等の賃貸・賃貸管理を行っております。

　

２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

（単位：百万円）

　
不動産開発
事業

不動産管理
事業

不動産流通
事業

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 22,474 24,125 4,294 732 － 51,626

セグメント間の内部
売上高又は振替高

105 192 26 58 △382 －

計 22,579 24,317 4,321 791 △382 51,626

セグメント利益又は
損失（△）

△189 1,800 199 41 △423 1,428

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事業を含んでお

ります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△423百万円には、セグメント間取引消去△106百万円および各報告

セグメントに配分していない全社費用△316百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　

１　１株当たり純資産額
当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　 　

　 116.49円
　

　 　

　 116.67円
　

　
２　１株当たり四半期純利益金額等

　

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
（自  平成21年４月１日
  至  平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成22年４月１日
  至  平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1.55円
　

１株当たり四半期純利益金額 0.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0.06円
　

　
(注)  １株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日  
　 至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日  
 　至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　 　

　四半期純利益 （百万円） 1,160 50

　普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益 （百万円） 1,160 50

　普通株式の期中平均株式数 （株） 342,047,473 441,971,375

　 　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益調整額 （百万円） － －

　普通株式増加数 （株） 408,495,575 409,581,563

　（うち、優先株式） 　 （408,495,575）（409,581,563）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －

　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

　

（剰余金の配当）
　

平成22年５月12日開催の取締役会において、平成22年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主または登録株式質権者に対し、次のとおり剰余金の配当（期末）を行うことを決議いたしまし

た。

　
第１種優先株式

①　配当財産の種類および帳簿価額の総額　　　　　金銭による配当　総額　　100百万円

　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項　　１株当たり10.08円

　③　当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　　　平成22年６月４日

　
第２種優先株式

①　配当財産の種類および帳簿価額の総額　　　　　金銭による配当　総額　　113百万円

　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項　　１株当たり10.08円

　③　当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　　　平成22年６月４日

　
第４種優先株式

①　配当財産の種類および帳簿価額の総額　　　　　金銭による配当　総額　　150百万円

　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項　　１株当たり8.00円

　③　当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　　　平成22年６月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月13日

株式会社大京

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮　　　　　　　　裕　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    貞　　廣　　篤　　典　　印

　

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大京の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大京及び連結子会社の平成21年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月12日

株式会社大京

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮　　　　　　　　裕    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　貞　　廣　　篤　　典　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大京の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大京及び連結子会社の平成22年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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